
 
 
 
 
 
 

                                        
 

大塚山処分場の漏洩問題は、ほんとうに解決できるのか？ 

もしできなければ、富津の井戸は、川は、海はどうなるか？ 

 

「大
塚
山
処
分
場
の
漏
洩
問
題
の 

解
決
を
求
め
る
第
一
回
市
民
集
会

」 

日
時 

 

二
〇
〇
八
年
三
月
二
十
九
日
（土
）午
後
一
時
半
〜
四
時 

会
場 

 

富
津
市
市
民
会
館
大
ホ
ー
ル 

 
(

上
総
湊
駅
か
ら
徒
歩
で
５
分) 

内
容 

 

一
．
講
演 

①
ど
ん
な
も
の
が
漏
洩
す
る
危
険
が
あ
る
か
。 

②
漏
洩
を
完
全
に
止
め
る
方
法
は
あ
る
の
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
．
講
師 

 

日
本
環
境
学
会 

坂
巻
幸
雄
先
生(

地
質
学) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

千
葉
工
業
大
学 

八
尋
信
英
先
生
（化
学
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

千
葉
県
、
大
平
興
産(

株)

、NP
O

法
人
理
事
楡
井
久
氏
に
参
加
要
請
中
。 

 

「大
塚
山
処
分
場
の
漏
洩
問
題
の
解
決
を
求
め
る
市
民
集
会
」実
行
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ま
ち
づ
く
り
懇
話
会
・グ
リ
ー
ン
ネ
ッ
ト
ふ
っ
つ
有
志
・
天
羽
の
水
を
守
る
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
櫃
川
の
水
を
守
る
会
・残
土
産
廃
問
題
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ち
ば
・ほ
か
） 

皆
様
も
ご
存
じ
の
通
り
、
大
塚
山
の
大
平
興
産
㈱
管
理
型
最
終
処
分
場

は
、
「
不
透
水
性
岩
盤
だ
か
ら
遮
水
シ
ー
ト
不
要
」
と
し
て
許
可
さ
れ
、
一
九

九
二
年
以
来
、
第
一
・
第
二
処
分
場
あ
わ
せ
て
二
百
万
㎥
に
及
ぶ
管
理
型
廃

棄
物
が
埋
め
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。 

と
こ
ろ
が
こ
の
底
か
ら
、
高
濃
度
塩
化
物
イ
オ
ン
を
含
む
保
有
水
が
漏
洩

し
て
い
た
の
で
す
！ 

千
葉
県
は
二
〇
〇
六
年
八
月
二
日
「
保
有
水
浸
出
の
原
因
究
明
」
「
保
有
水
の
浸

出
防
止
対
策
」
「
改
善
が
確
認
さ
れ
る
ま
で
の
間
埋
立
て
処
分
の
停
止
」
を
事
業
者

に
勧
告
し
ま
し
た
。 

事
業
者
はN

PO

日
本
地
質
汚
染
審
査
機
構
に
浸
出
原
因
の
究
明
と
防
止
対
策
の

追
求
を
委
託
。
そ
の
結
果
が
、
二
〇
〇
七
年
十
一
月
二
十
一
日
、
千
葉
県
環
境
生
活

部
廃
棄
物
指
導
課
よ
り
地
元
に
説
明
さ
れ
ま
し
た
。 

漏
洩
の
原
因
究
明
結
果
＝
第
二
処
分
場
の
一
部
に
あ
る
三
つ
の
透
水
性
地
層
を
通

し
て
保
有
水
が
漏
洩
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。 

漏
洩
対
策
＝
漏
洩
す
る
保
有
水
を
汲
み
上
げ
て
浄
化
す
る
た
め
の
井
戸
四
八
本
に

よ
る
揚
水
を
開
始
。
対
策
実
施
に
よ
り
、
下
流
部
へ
漏
洩
水
の
拡
散
が
防
止
さ
れ
、

ま
た
周
辺
の
塩
化
物
イ
オ
ン
高
濃
度
区
域
の
縮
小
が
確
認
さ
れ
た
。 

今
後
の
対
応
＝
井
戸
列
揚
水
を
恒
久
的
な
対
策
と
し
て
、
処
分
場
の
廃
止
基
準
を

満
た
す
ま
で
維
持
管
理
を
実
施
さ
せ
る
。
第
一
処
分
場
に
つ
い
て
も
、
第
二
処
分

場
と
同
様
に
漏
洩
に
関
す
る
調
査
を
実
施
さ
せ
た
上
で
、
必
要
な
対
策
を
講
じ
さ

せ
る
。
県
は
、
引
き
続
き
、
地
下
水
観
測
井
、
放
流
水
の
水
質
が
基
準
以
内
で
あ

る
か
ど
う
か
定
期
的
に
立
入
検
査
に
よ
り
確
認
し
て
い
く
。 

こ
の
後
、
千
葉
県
は
二
〇
〇
七
年
十
二
月
十
四
日
、
一
方
的
に
第
三
処 

分
場
の
変
更
計
画
申
請
を
許
可
し
ま
し
た
。 

 

漏
洩
の
全
貌
は
ま
だ
掴
め
て
い
ま
せ
ん
。
漏
洩
を
完
全
に
止
め
る
方
法
も

掴
め
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
の
に
、
第
三
処
分
場
に
危
険
な
汚
染
物
質
を
い
っ

ぱ
い
含
ん
だ
廃
棄
物
が
さ
ら
に
三
〇
万
㎥
も
、
運
び
込
ま
れ
る
の
で
す
。 

ど
う
し
た
ら
い
い
か
、
み
ん
な
で
考
え
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
！ 


